
前橋市高齢者避難情報コールサービス実施要項 

令和５年１月１０日から適用する。 

取扱担当課 

 前橋市役所 防災危機管理課（市議会庁舎３階） 

       電話 ０２７－８９８－５９３５（直通） 

            ０２７－２２４－１１１１（内線２９３５） 

 

１ 事業目的 市長は、洪水や土砂災害が想定される区域に居住し、携帯

電話を所有していない高齢者世帯に対し、避難情報等を緊

急速報メールに代わり固定電話に伝達するサービス（以下

「前橋市高齢者避難情報コールサービス」という。）を実施

することによって、当該高齢者世帯の適切な避難行動を促

進することを目的とする。 

２ 対象者 次の全てに該当する高齢者世帯とする。 

(1) 市内の洪水浸水想定区域が含まれる町又は土砂災害

警戒区域、土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害危

険箇所が含まれる町に居住していること。 

(2) 世帯員の全てが携帯電話を所持していないこと。 

(3) 家庭用プッシュ式固定電話を保有し、プッシュ式電話

回線が利用可能であること。 

(4) 電話での意思疎通が可能であること。 

(5) 世帯員の年齢が原則全て７５歳以上であること。 

３ 伝達情報 次の避難情報等を発信する。 

（1）自主避難所の開設情報 

(2)【警戒レベル３】高齢者等避難 

 (3)【警戒レベル４】避難指示 

(4)【警戒レベル５】緊急安全確保 

４ 伝達方法 (1)あらかじめ市に登録された家庭用固定電話宛に電子音

声で一斉配信する。 

(2)(1)で一斉配信した際、通話中等により不通となった場

合は、更に 1 回自動で再配信する。 

５ 利用申請 登録を希望する者は、前橋市高齢者等避難情報コールサー

ビス登録申請書（様式第１号。以下「登録申請書」という。）

により、市長に登録を申請しなければならない。この場合

において、登録を申請することができる電話番号は、各世

帯１台とする。 



６ 登録 市長は、登録申請書の提出があり、対象者の要件を満たす

ことを確認したときは、高齢者避難情報コールサービスの

利用者として次の事項（以下「登録情報」という。）を登録

するものとする。 

(1)世帯主氏名 

(2)住所 

(3)全ての世帯構成員の氏名及び生年月日 

(4)電話番号（各世帯１台） 

７ 登 録 内 容 の

変更 

１ 高齢者避難情報コールサービスの利用者として登録

された者（以下「登録者」という。）は、登録情報のいず

れかに変更が生じたときは、前橋市高齢者避難情報コー

ルサービス登録情報変更申請書（様式第２号。以下「変

更申請書」という。）により、市長に申請しなければな

らない。 

２ 市長は、登録者から変更申請書の提出があったとき、

又は、登録者の登録情報に変更があったことを知ったと

きは、登録内容を変更するものとする。 

８ 登 録 の 取 り

消し 

１ 登録者は、対象者としての要件を満たさなくなったと

きは、前橋市高齢者避難情報コールサービス廃止申請書

（様式第３号。以下「廃止申請書」という。）により、市

長に申請しなければならない。 

２ 市長は、登録者から廃止申請書の提出があったとき、

又は、登録者が対象者としての要件を満たさなくなった

ことを知ったときは、登録を取り消すものとする。 

９ 制度の周知 市は、広報誌等で制度周知を行うものとする。 

１０ 申 請 書 等 の

様式 

１ 前橋市高齢者避難情報コールサービス登録申請書（様

式第 1 号） 

２ 前橋市高齢者避難情報コールサービス登録情報変更

申請書（様式第２号） 

３ 前橋市高齢者避難情報コールサービス廃止申請書（様

式第３号） 

 


